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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第38期

第３四半期
連結累計期間

第39期
第３四半期
連結累計期間

第38期

会計期間
自2020年８月１日
至2021年４月30日

自2021年８月１日
至2022年４月30日

自2020年８月１日
至2021年７月31日

売上高 （百万円） 8,318 9,267 11,719

経常利益 （百万円） 714 593 924

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益
（百万円） 569 427 704

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 564 444 700

純資産額 （百万円） 5,325 5,652 5,460

総資産額 （百万円） 7,940 8,356 8,307

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 133.91 100.57 165.81

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 67.1 67.6 65.7

 

回次
第38期

第３四半期
連結会計期間

第39期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2021年２月１日
至2021年４月30日

自2022年２月１日
至2022年４月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 43.16 16.43

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

 

２【事業の内容】

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

　なお、第１四半期連結会計期間において、当社は2021年８月に連結子会社である特莱芙（上海）貿易有限公司に対

して増資を実行し、同社は当社の特定子会社となりました。これに伴う連結の範囲の変更はありません。

　また、第２四半期連結会計期間において、2020年４月10日開催の取締役会にて解散することを決議した当社連結子

会社の提來福股份有限公司について、清算が完了したため、連結の範囲から除外しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当社グループは、第１四半期連結会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020

年３月31日）等を適用しております。このため、前年同期比較は基準の異なる算定方法に基づいた数値を用いてお

ります。詳細は、「第４経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」をご参照くださ

い。

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の出口が見出せないなか、中国の

ロックダウン等の世界的なサプライチェーン停滞の影響に加え、2022年２月からのロシアのウクライナ侵攻による

国際情勢不安を背景に、再び経済の停滞が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

小売、卸売業界におきましては、感染者数減少局面やまん延等防止措置解除時には持ち直しの動きがみられるも

のの、原油、食料品原料コスト上昇の影響による物価上昇への懸念を背景とした、消費者の生活防衛意識の高まり

から、弱含みに推移いたしました。通信販売業界におきましては、新型コロナウイルス感染症対策での外出自粛の

影響による、ネットスーパーや各種宅配事業といった新しいサービスの浸透とともに、引き続きＥＣ（電子商取

引）が成長を牽引する一方、参入企業の増加等により競合他社との競争が激化する様相となっております。

このような環境のなか、当社グループは安定的かつ継続的な成長と企業価値向上を目指し、「進化するウェルネ

ス＆ライフサポート企業」を将来のビジョンとし、「Ｒｅｂｏｒｎ！」をスローガンとした中期経営計画の達成に

向け、各事業の拡大及び利益確保に取り組んでまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は9,267百万円（前年同四半期比11.4％増）となりました。

損益面では、営業利益は582百万円（同16.2％減）、経常利益は593百万円（同16.9％減）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は427百万円（同24.9％減）となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

なお、売上高については、セグメント間取引の調整後の数値であり、セグメント利益又は損失については、セグ

メント間取引の調整前の数値であります。

 

　（小売事業）

　小売事業では、機能性表示食品「メタ褒め茶プラス」「トリプルメタガード」「赤の恵み青汁スッキリーナ」

を発売開始、ＳＮＳでのＰＲ活動やキャンペーン実施による販促強化のほか、ＬＩＮＥ機能を活用した利便性向

上等のデジタルシフトに注力した一方、顧客開拓の効率悪化により顧客数が伸び悩みました。ＥＣモールにおい

ては、広告出稿を費用対効果改善に注力して運用したほか、ＬＩＮＥギフト出店や催事での販促強化によりギフ

ト受注が伸長いたしました。海外販売においては中国のロックダウンが販売活動に大きく影響を与え、厳しい業

績となりました。

　この結果、売上高は4,137百万円（前年同四半期比13.9％減）、セグメント損失は89百万円（前年同四半期は

211百万円の利益）となりました。

 

　（卸売事業）

　卸売事業では、テレビショッピングにおける主力商品のサプリメント等の健康美容関連商品の販売において放

映回数を増やせたこと等により好調に推移し、売上拡大に貢献いたしました。店舗への販売においては、海外仕

入商品の入荷遅延、感染症対策での外出自粛や営業自粛要請等の影響はあったものの、客足の戻りがみられ、回

復基調で推移いたしました。

　この結果、売上高は4,707百万円（前年同四半期比50.5％増）、セグメント利益は478百万円（同58.6％増）と

なりました。

 

　（プロパティ事業）

　プロパティ事業では、袋井センター及び掛川センターにおける賃貸区画の改修による稼働率向上とともに、既

存賃貸先の貸出面積増、他社出荷業務の受託拡大に取り組み、売上拡大に貢献いたしました。

　この結果、売上高は423百万円（前年同四半期比10.1％増）、セグメント利益は184百万円（同8.2％増）とな

りました。
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　財政状態の分析は、次のとおりであります。

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、8,356百万円（前連結会計年度末比48百万円増）となりました。

 流動資産の減少（同97百万円減）は、主に受取手形及び売掛金が121百万円、棚卸資産が103百万円、その他が

100百万円増加したものの、現金及び預金が421百万円減少したことによるものであります。

　固定資産の増加（同146百万円増）は、主に建物及び構築物（純額）が35百万円減少したものの、投資その他の

資産のその他が115百万円、その他（純額）が68百万円増加したことによるものであります。

 

（負債）

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、2,704百万円（前連結会計年度末比142百万円減）となりました。

 流動負債は前連結会計年度末に比べて大きな増減はありませんでした。

 固定負債の減少（同142百万円減）は、主に長期借入金が146百万円減少したことによるものであります。

 

（純資産）

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、5,652百万円（前連結会計年度末比191百万円増）となり、この結

果、自己資本比率は67.6％となりました。

 純資産の増加は、主に利益剰余金が174百万円増加したことによるものであります。

 

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

 前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3）経営方針・経営戦略等

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

 該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 14,000,000

計 14,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2022年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年６月３日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,250,000 4,250,000
東京証券取引所

スタンダード市場

完全議決権株式であ

り、権利関係に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であります。なお、

１単元株式数は100

株であります。

計 4,250,000 4,250,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

2022年２月１日～

2022年４月30日
－ 4,250,000 － 356 － 326

 

（５）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2022年１月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2022年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,244,100 42,441

完全議決権株式であり、権利関

係に何ら限定のない当社におけ

る標準となる株式であります。

なお、１単元株式数は100株であ

ります。

単元未満株式 普通株式 5,800 － －

発行済株式総数  4,250,000 － －

総株主の議決権  － 42,441 －

（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式59株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年４月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ティーライフ株式会社 静岡県島田市牛尾118 100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00
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２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。

 

(1)役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
代表取締役社長

兼　海外事業本部長
西上　節也 2021年11月１日

取締役　企画販売部長

取締役　コーポレート本部長

兼　国内通販事業本部長

兼　コーポレート部長

伊藤　和也 2021年11月１日

取締役　ロジスティクス事業部長

兼　物流部長

取締役　ロジスティクス事業本部長

兼　ロジスティクス事業部長

兼　物流部長

石澤　浩和 2021年11月１日

取締役　経営企画部長 取締役　経営企画本部長 児島　正雄 2021年11月１日

 

(2)新任役員

役職名 氏名 生年月日 主要略歴 任期

持

株

数

就任

年月日

社外取締役

（仮監査等委

員）

（注）1

寺田　敏子
1960年

2月13日

2004年10月

2004年10月

2006年６月

2007年３月

 

2015年３月

 

 

2017年４月

弁護士登録（大阪弁護士会）

太陽法律事務所入所

弁護士法人フェニックス入所

つかさ綜合法律事務所　所長就任

（現任）

プリベント少額短期保険株式会社

（現ミカタ少額短期保険株式会

社）社外監査役就任（現任）

株式会社Blue　Planet-works　社

外取締役就任

(注)2 -
2022年

3月14日

(注)１．当社取締役（監査等委員）苗村博子氏が、2022年2月28日に辞任したことにより、取締役（監査等委員）の

法定員数を欠くことになり、静岡地方裁判所へ仮取締役（仮監査等委員）として寺田敏子氏の選任を申し立

てておりましたが、2022年3月14日付で、静岡地方裁判所から同氏を仮取締役（仮監査等委員）として選任

する旨の決定通知を受け、仮取締役（仮監査等委員）として同氏が就任しました。

２．静岡地方裁判所の決定に基づき、仮取締役（仮監査等委員）の任期は、後任取締役（監査等委員）が選任さ

れるまでの間となります。なお、寺田敏子氏は2022年10月下旬開催予定の当社第39期定時株主総会において

当社の取締役（監査等委員）候補として推薦する予定であります。

 

(3)退任役員

役職名 氏名 退任年月日

社外取締役

（監査等委員）
苗村　博子 2022年2月28日

 

　異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性7名　女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年２月１日から2022

年４月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年８月１日から2022年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年４月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,665 2,244

受取手形及び売掛金 1,183 1,304

棚卸資産 581 685

その他 57 157

貸倒引当金 △10 △12

流動資産合計 4,477 4,379

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 742 707

土地 2,429 2,429

その他（純額） 45 113

有形固定資産合計 3,217 3,250

無形固定資産   

のれん 80 65

その他 55 66

無形固定資産合計 135 132

投資その他の資産   

投資有価証券 197 198

その他 285 401

貸倒引当金 △5 △6

投資その他の資産合計 477 593

固定資産合計 3,830 3,976

資産合計 8,307 8,356

負債の部   

流動負債   

買掛金 546 821

１年内返済予定の長期借入金 195 195

未払法人税等 211 82

賞与引当金 58 90

役員賞与引当金 13 －

その他 613 449

流動負債合計 1,639 1,639

固定負債   

長期借入金 815 668

退職給付に係る負債 72 77

資産除去債務 72 72

その他 246 246

固定負債合計 1,207 1,064

負債合計 2,846 2,704

純資産の部   

株主資本   

資本金 356 356

資本剰余金 326 326

利益剰余金 4,769 4,944

自己株式 △0 △0

株主資本合計 5,452 5,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18 19

為替換算調整勘定 △10 4

その他の包括利益累計額合計 8 24

純資産合計 5,460 5,652

負債純資産合計 8,307 8,356
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年８月１日
　至　2021年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年４月30日)

売上高 8,318 9,267

売上原価 4,314 5,556

売上総利益 4,003 3,711

販売費及び一般管理費 3,309 3,128

営業利益 694 582

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 0 0

為替差益 16 8

その他 5 3

営業外収益合計 23 13

営業外費用   

支払利息 1 1

会員権売却損 1 －

その他 0 1

営業外費用合計 3 2

経常利益 714 593

特別利益   

補助金収入 23 21

保険解約返戻金 50 －

特別利益合計 73 21

特別損失   

固定資産除却損 2 4

特別損失合計 2 4

税金等調整前四半期純利益 785 610

法人税等 216 182

四半期純利益 569 427

親会社株主に帰属する四半期純利益 569 427
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年８月１日
　至　2021年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年８月１日
　至　2022年４月30日)

四半期純利益 569 427

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6 0

為替換算調整勘定 △11 15

その他の包括利益合計 △4 16

四半期包括利益 564 444

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 564 444

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）

　該当事項はありません。

　なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第２四半期連結会計期間において、2020年４月10日開催

の取締役会にて解散することを決議した当社連結子会社の提來福股份有限公司について、清算が完了したため、

連結の範囲から除外しております。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。従来は、他社が運営す

るポイントプログラムに係るポイント相当額について、販売費及び一般管理費の広告宣伝費として計上しており

ましたが、顧客に対する商品販売の履行義務に係る取引価格の算定において、第三者のために回収する金額とし

て、取引価格から控除し収益を認識する方法に変更いたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期

連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益

認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従って

ほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高

に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いにしたがって、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載

しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当会計基準の適用による当第３四

半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年８月１日

至 2021年４月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年８月１日
至 2022年４月30日）

減価償却費 66百万円 70百万円

のれんの償却額 15 15

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2020年８月１日 至 2021年４月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年10月26日
定時株主総会

普通株式 84 20 2020年７月31日 2020年10月27日 利益剰余金

2021年３月５日
取締役会

普通株式 84 20 2021年１月31日 2021年４月５日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

   該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2021年８月１日 至 2022年４月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月26日
定時株主総会

普通株式 131 31 2021年７月31日 2021年10月27日 利益剰余金

2022年３月４日
取締役会

普通株式 110 26 2022年１月31日 2022年４月４日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

   該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

    Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2020年８月１日 至 2021年４月30日）

         １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
合計

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 小売事業 卸売事業 プロパティ事業

売上高       

外部顧客への売上高 4,806 3,127 384 8,318 － 8,318

セグメント間の内部

売上高又は振替高
3 0 15 19 △19 －

計 4,809 3,128 399 8,337 △19 8,318

セグメント利益 211 301 170 683 11 694

（注）１．セグメント利益の調整額11百万円は、セグメント間取引消去等であります。

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

     ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　　　該当事項はありません。

 

    Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2021年８月１日 至 2022年４月30日）

         １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
合計

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 小売事業 卸売事業 プロパティ事業

売上高       

顧客との契約から生じ

る収益
4,137 4,707 86 8,931 － 8,931

その他の収益（注）３ － － 336 336 － 336

外部顧客への売上高 4,137 4,707 423 9,267 － 9,267

セグメント間の内部

売上高又は振替高
7 5 84 97 △97 －

計 4,144 4,712 507 9,365 △97 9,267

セグメント利益又は損

失（△）
△89 478 184 574 8 582

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額８百万円は、セグメント間取引消去等であります。

 ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　３．その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく賃貸料収入等が含まれ

ております。

 

     ２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益

認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更してお

ります。

当該変更に伴う影響は、会計方針の変更に記載のとおりであります。

 

     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　　　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 

（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年８月１日
至 2021年４月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年８月１日
至 2022年４月30日）

１株当たり四半期純利益 133円91銭 100円57銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 569 427

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
569 427

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,249 4,249

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

 第39期（2021年８月１日から2022年７月31日まで）中間配当につきましては、2022年３月４日開催の取締役会にお

いて、2022年１月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

（１）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110百万円

（２）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26円00銭

（３）支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　　 2022年４月４日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 2022年6月3日

テ ィ ー ラ イ フ 株 式 会 社 

 取 締 役 会 御 中  

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ  

静岡事務所  

 指定有限責任社員
 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 郷 右 近 　隆 也 印

 指定有限責任社員
 
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 宮 澤 　達 也 印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているティーライフ株式

会社の2021年8月1日から2022年7月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2022年2月1日から2022年4月30日

まで）及び第3四半期連結累計期間（2021年8月1日から2022年4月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半

期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ティーライフ株式会社及び連結子会社の2022年4月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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